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e-mail : nase-kids@kind.ocn.ne.jp  

区分 1 登録のお子さまも、下記の日程にご利用が可能です。感染拡大を防ぐため、 

３つの「密」を避けることを最優先に、当面は利用の時間・日数・学年を限定させていただきます。

ご理解とご協力をお願いします。 

 

＜冬休み前の利用可能日＞ １2 月１日（木）～１2 月 23 日（金） 

            （12 月 12 日(月)の土曜参観の代休日は除きます。） 

＜利用可能時間＞ 下校時間から２時間以内。最終、１６時まで。 

 

＜冬休み期間中の利用可能日＞12 月 26 日(月)～12 月 28 日(水) 

2023 年 1 月 4 日(水)～1 月 6 日(金) 

＜利用可能時間＞ ９：３０～１１：００ 

 

☆ 1・２・３年生 月曜日、水曜日、金曜日 

☆ 4・５・6 年生 火曜日、水曜日、木曜日 

◆ 利用状況によって、利用をお受けできない場合もあります。 

◆ 1６時以降も利用を希望される区分 1 登録のお子さまの一時利用 

（800 円＋おやつ 100 円／回）は、曜日によらず可能です。 

☆  １２月の区分 1（わくわく）利用について 

☆  １２月１０日の土曜参観日、１２月１２日の代休日について 

☆  冬休み中の運営と年末年始休暇について 
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横浜市立名瀬小学校放課後キッズクラブ 

♦ 12 月 10 日(土)の土曜参観日は給食喫食後の下校時間より開所、 

  12 月 12 日(月)の代休日は朝 8：00 より開所となります。 

♦ 代休日は区分 2 でご登録いただいているお子さんのみご利用が可能です。 

  ご利用の方は長期休み期間と同じく学習タイム用の教材、お昼を挟んでご利用の場合は 

お弁当・水筒をお持ちください。 

 

♦ 冬休み期間(12 月 2６日(月)～2022 年 1 月 6 日(金))は 8：00～19：00 まで開所して 

おります。区分 2 の方、区分１の有料の一時利用（スポット）の方がご利用いただけます。 

お昼を挟んで参加する場合はお弁当・水筒の持参が必要です。 

また、学習タイムを設けておりますので、ドリルや宿題・読書用の本などの持参も、 

忘れずにお願い致します。 

   12 月 29 日(木)～2023 年 1 月 3 日(火)は年末年始休暇となります。 
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☆ 区分２Ａ／２Ｂ登録の保護者の皆様へのお願い 

☆ キッズクラブ利用申込について 

 
キッズクラブを利用するには年度毎に利用登録が必要になります。 

①  今年度の「利用登録のご案内」を２年生以上、６年生までの全員に3月に学校を通して配布さ

せて頂きました。また、新１年生全員にも保護者説明会の際に、学校を通じて配布させて頂き

ました。利用希望の方は、必要事項を記入後、郵便局にて払込後の保険制度負担金振込用紙の

領収書のコピー（原本保管）を申込書に貼付の上ご提出ください。 

② 区分２（ゆうやけ・ほしぞら）でご利用予定の方は、「就労証明書」など、必要な書類も併せ

てご提出ください。（就労証明書は会社／事業所から発行され次第、ご提出ください。 

③  登録・申込の受付は、随時、受け付けています。できるだけ保護者の方がご持参ください。 

なお、食品アレルギーがある場合は「学校生活管理指導表」（写）が必要です。 

何かご不明な点や、ご相談がある場合はキッズクラブへご連絡をお願い致します。 
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（１）月々の利用料のお支払いは、原則月初めのお迎えの際、または、前月のおやつ代精算の際に、

現金払いでお願いいたします。お子様のご利用が一人帰りが多く、お迎えが難しい場合には、

お手数でも、月に１度は、お支払いのためにご来所をお願いします。 

（２）区分２にご登録の場合、1 度も利用がない月でも利用料が発生いたします。ご了承ください。 

区分変更をご検討される場合は（５）をご参照ください。 

（３）おやつ代につきましては、月末に、おやつの利用回数に合わせて、実績で精算させて頂きま

す。なお、月初めに、利用料と一緒に、利用見込みの回数で、先払いいただくことも可能で

す。但し、利用回数が減っても、原則、返金できませんのでご注意下さい。 

（４）区分２Ａ（ゆうやけ）で登録された場合、お迎えが遅れて５時以降になりそうな場合には、事

前にご連絡をお願いいたします。同時に、延長料（４００円）のお支払いも発生しますので、

ご注意ください。 

（５）キッズにおける利用区分は、月単位で変更することが可能です。もし翌月に、異なる区分への

切り替えをご検討される場合は、当月中に、手続きをお願いいたします。 

（６）区分２の方が一度区分１に変更し、その後また区分２へ変更される際には、再度就労証明書

をご提出いただく必要がございます。 

（７）急を要する連絡のために、登録していただいた携帯電話へ電話させていただくことがありま

す。しかし、お仕事の都合で、電話にでられない場合のために、極力、職場の連絡先の電話番

号も、登録をお願いいたします。 

 

（８）キッズクラブ利用時の一人帰りの時間について 

  ① 夏時間（３月 ～９月）  ： ５：００ 

  ② 冬時間（１０月～翌年２月） ： ４：３０ 

  （注）一人帰りの時間を超えての利用の場合、 

安全のために、必ずお迎えをお願いいたします。 
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☆   キッズ写真館 
 

写真の掲載について／キッズニュースは印刷物のほか、よこはまユースのホームページに掲載されています。 

ご家庭のご事情などで写真掲載を望まれない場合は、キッズクラブまでご連絡ください。 

まで、ご連絡ください。 

キッズルームからは 

綺麗な夕焼けが見えます！ 

下の画像のように、 

富士山のシルエットが 

見える日も…！！ 

１０月末に 

サプライズで 

プチハロウィン

イベントを 

行いました！ 
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 保護者のみなさまへ 大切なお知らせ 

●令和４年度（２０２２年度）キッズクラブ運営について 

①利用区分１の利用時間は最大４：００までとなっております。土曜日は利用できません。 

コロナ禍においては、利用できる曜日、学年に制限がつきます。1ページ目参照。 

 ②名瀬小キッズでは、おやつの提供時間が４：３０となります。おやつ代（100 円/回）。 

 ③区分２「ゆうやけ【２Ａ】」（開所～５：００）の利用料は、2000 円／月。 

 （５：００を過ぎる場合は延長料が 400 円／回） 

④区分２「ほしぞら【２Ｂ】」（開所～７：００）となり、利用料は、5000 円／月。 

⑤区分１の４：００以降の一時（スポット）利用は、“800 円＋おやつ代（100 円）”／回。 

●お子様の安全・安心のために 

 ①キッズカードへの必要事項の記入は、必ず保護者が行ってください。 

②緊急時の連絡は、必ず取れるようにお願いします。 

③メールアドレスの登録をお願い致します。緊急の連絡時ケータイが繋がらない場合には、 

メールで確認事項を連絡します。メールアドレスの受信許可設定をお願い致します。 

④お子様の持ち物（筆箱、鉛筆、消しゴム、マスク、ハンカチ、ティッシュ、帽子、上着など）

には、必ず名前の記入をお願い致します。 

 

 

 

 

・利用予定表・利用カードは、１、２年生

はキッズニュースといっしょに配ります。 

３年生以上は、キッズがやっている時間に

とりにきてください。 

・出・欠席の連絡は、メール・ファックス・

電話で受け付けています。電話は、通常は

1 時から、土曜・長期休日は 8 時 30 分か

らで受け付けます。 

 

管理・運営(公財)よこはまユース 

名瀬小学校放課後キッズクラブ 
〒245-0051 横浜市戸塚区名瀬 776 

TEL・FAX 045-813-8394 

発行 遠藤悦郎 髙遠礼子  

e-mail : nase-kids@kind.ocn.ne.jp  

●区分 2にご登録で、減免制度の利用をご希望の方へ● 

 放課後キッズクラブ事業では、すくすく区分【利用区分 2A(ゆうやけ)・2B(ほしぞら)】を

利用する、「横浜市就学援助を受けている方」「生活保護世帯の方」「市民税取得割非課税世帯の

方」に該当する方を対象に『減免制度』を設けています。 

 「横浜市就学援助を受けている方」については、学校から「就学援助申請の審査結果及び支

給についてのお知らせ」や「就学援助認定通知」を受け取ったあと、いずれかの書類のコピー

を 12 月末までにキッズクラブに忘れずにご提出ください。また「生活保護世帯の方」「市民税

取得割非課税世帯の方」も、必要書類を同じく１２月末までにご提出ください。いずれも 12

月末までに必要書類の提出がない場合は原則として減免の適用とすることができないため、余

裕をもってご準備・ご提出をお願い致します。 

 なお、「就学援助申請の審査結果及び支給についてのお知らせ」や「就学援助認定通知」がお

手元に残っていない場合は、11 月下旬頃に学校から送付される「支給についてのお知らせ」

のコピーをご提出ください。 

 減免制度の詳細については、「放課後キッズクラブ入会のしおり」をご確認ください。また、

キッズクラブの減免に伴う当該書類の再発行に関する学校へのお問い合わせは、お控えいただ

きますようお願い致します。 


